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会計・監査・税務に関する最新情報をお送りします。 

【今週号のトピック】 

 会計／継続企業の前提に関する監査基準の改訂 

 監査／企業結合会計基準等の改正に関連する会計基準の改正 

 税務／REIT（投資法人）同士の合併に関する税制適格判定 

 

 

１．継続企業の前提に関する監査基準の改訂（３月 26 日） 

金融庁企業会計審議会・監査部会は、「監査基準の改訂について」（公開草案）を発表しました。 

http://www.fsa.go.jp/news/20/sonota/20090326-3.html 

国際的な基準との整合を図るため、「継続企業の前提」に関する監査基準について、一定の事象や状況

が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記及び追記情報の記載を要する現行の規定を、改正するこ

ととされました。 

具体的には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象や状況に対する経営者等の対応策等

を勘案してもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性がある場合に、経営者による適切な注記がな

されているかどうかを監査人が確認することとされています。 

本改正内容は、2009 年３月決算に係る財務諸表監査から適用とされております。また、実務指針につい

ては、今後日本公認会計士協会において作成される見通しです。 

公開草案に対する意見は、平成 21 年４月３日までとされております。 

 

 

２．企業結合会計基準等の改正に関連する会計基準の改正（３月 27 日） 

企業会計基準委員会は、企業結合会計基準等の改正に関連し、以下の会計基準・適用指針・実務対応報

告の改正を発表しました。 

http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/ketsugou-2/ 

技術的な改正のため、公開草案は経ずに公表となっています。改正対象と主な改正内容は以下のとおり

です。 

【改正対象と主な改正内容】 

１．企業会計基準第 5 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」 

２．企業会計基準適用指針第 8 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」 

⇒支配獲得時の子会社の資産及び負債の評価が、全面時価評価法のみとされたことに対応する技術的な改
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正 

３．企業会計基準第 12 号「四半期財務諸表に関する会計基準」 

４．企業会計基準適用指針第 14 号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 

⇒後入先出法における売上原価修正を削除。重要な企業結合に関して持分プーリング法を適用した場合の注

記事項等を削除 

５．企業会計基準第 17 号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」 

６．企業会計基準適用指針第 6 号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」 

⇒負ののれんに関連する箇所の改正 

７．企業会計基準適用指針第 22 号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指

針」 

８．実務対応報告第 20 号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の 

適用に関する実務上の取扱い」 

９．実務対応報告第 21 号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱

い」 

⇒「会社等」から「企業」への表現の変更等の技術的な改正 

 

 

３．REIT（投資法人）同士の合併に関する税制適格判定について（３月 25 日） 

国税庁は、REIT 同士の合併に関する税制適格判定についての見解を発表しました。 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/090319/index.htm 

昨年 10 月には本邦初の REIT の破綻（ニューシティ・レジデンス投資法人が民事再生法の適用を申請）

が起きましたが、今年に入っても不動産市況は回復の兆しが中々見えません。今回の当局の見解発表によ

り税制上の手当てがされ、今後 REIT 同士のＭ＆Ａが行われることも予想されます。 
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